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（２） 「メイン」 シートの入力

評価ソフトを起動すると、 始めにこのシートが表示される。 シートの表示例を図 2.3 に示す。

図 2.3　「メイン」 シートの表示例

※はじめは全ての入力欄が空欄である。 この図では、 参考のために入力例を示す。
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レベル４を満たさない。
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鉄筋コンクリート造、 鉄筋コンクリート壁式構造等のコンクリート系住宅の省資源に対する取組

みを評価する。

評価する取組み

【加点条件の有無】

※無し

【条件によるレベル変更】

※無し

【評価対象外】

※ 「LRH1.1.1　木質系住宅」 あるいは 「LRH1.1.2　鉄骨系住宅」 の場合

この項目では、 鉄筋コンクリート造、 鉄筋コンクリート壁式構造等のコンクリート系住宅の省資源に対す

る取組みの評価を行う。 ここでいう構造躯体には、 捨てコン、 腰壁および基礎構造は含まないが、 取組

みについての量的な評価を行わない。

ただし、 再生骨材やスラグ骨材を使用したコンクリートの使用範囲に制限がある点には注意を要する。

詳細は、 JIS A5308 「レディーミクストコンクリート」 を参照のこと。

【加点条件】

建築後 50 年以上経過している場合には評価を 1 レベル、 75 年以上経過している場合には評価を 2

レベル上げる。

加点条件は、 建築後十分な年数を経た構造躯体は、 資源の削減につながるとの考えに基づいている。

なお、 経過年数の設定は、 日本住宅性能表示基準 「3-1 劣化対策等級 （構造躯体等）」 の等級２、

等級３の考え方に準拠しており、50 年だと 2 世代、75 年だと 3 世代に相当すると想定して評価している。

混合セメント （高炉セメント、 フライアッシュセメント）、 エコセメント、 およびコンクリート用スラグ骨材は、

「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」 （いわゆる 「グリーン購入法」） で指定された資材

である。

【ＱＨ１】　１. １　基本性能

１. ２　夏の暑さを防ぐ

１. ３　冬の寒さを防ぐ

２. １　化学汚染物質の対策

２. ２　適切な換気計画

２. ３　犯罪に備える

３. １　昼光の利用

４.　静かさ

【ＱＨ２】　１. １　躯体

１. ２　外壁材

１. ３　屋根材、 陸屋根

１. ４　自然災害に耐える

１. ５　火災に備える

２. １　維持管理のしやすさ

２. ２　維持管理の計画 ・体制

３. １　広さと間取り

３. ２　バリアフリー対応

【ＱＨ３】　１.　まちなみ ・景観への配慮

２. １　敷地内の緑化

２. ２　生物の生息環境の確保

３.　地域の安全 ・安心

４.　�地域の資源の活用と住文化
の継承

【ＬＲＨ１】 １. １　建物の熱負荷抑制

１. ２　自然エネルギー利用

２. １　暖冷房設備

２. ２　給湯設備

２. ３　照明 ・家電 ・厨房機器

２. ４　換気設備

２. ５　エネルギー利用効率化設備

３. １　節水型設備

３. ２　雨水の利用

４. １　住まい方にかかわる情報
提供

４. ２　エネルギーの管理と制御

【ＬＲＨ２】 １. １　構造躯体

１. ２　地盤補強材 ・地業 ・基礎

１. ３　外装材

１. ４　内装材

１. ５　外構材

２. １　生産段階（構造躯体用部材）

２. ２　�生産段階（構造躯体用以外
の部材）

２. ３　施工段階

３. １　使用材料の情報提供

【ＬＲＨ３】 １.　地球温暖化への配慮

２. １　地域インフラの負荷抑制

２. ２　従前の自然環境の保全

３. １　�騒音 ・振動 ・排気 ・排熱
の低減

３. ２　周辺温熱環境の改善

１.　省資源、 廃棄物抑制に役立つ材料の採用

１. １　構造躯体

１. １. ３　コンクリート系住宅

評価内容

評価レベル

解　説

レベル 基準

レベル１ （該当するレベルなし）

レベル２ （該当するレベルなし）

レベル３ 評価する取組み１～２のうち、何れにも該当しない。

レベル４ 評価する取組み１～２のうち、1つに該当する。

レベル５ 評価する取組み１～２のうち、２つに該当する。

No. 取組み

１
構造躯体コンクリートに混合セメント（高炉セメント、フライアッシュセメント）またはエコセメン

トを用いている。（捨てコン、腰壁への使用は評価しない。）

２
構造躯体コンクリートに再生骨材またはコンクリート用スラグ骨材を用いている。（捨てコ

ン、腰壁への使用は評価しない。）

参　考

語句の説明
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表 3.5　「QH2.1.2　外壁材、 QH2.1.3　屋根材、 陸屋根」 の入力項目 「採用時の想定耐用年数」 と

CO2 評価条件の対応表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「QH2.2.2 維持管理の計画・体制」 については、採点結果 （評価レベル） に応じて、外壁材と屋根材、

陸屋根の交換周期を調整する。

表 3.6　「QH2.2.2　維持管理の計画 ・ 体制」 の採点結果と CO2 評価条件の対応表

「QH2.2.2　維持管理の計画 ・ 体制」 による交換周期の補正年数を下表に示す。

表 3.7　「QH2.2.2　維持管理の計画 ・ 体制」 による外壁材、 屋根材の耐用年数の補正

表 3.8 ～ 3.13 にそれぞれの条件における計算結果を整理して示す。 この表の値が 「建設」 「修繕 ・

更新 ・ 解体」 それぞれの CO2 排出量となる。 例えば、 木造で、 躯体の想定耐用年数３０年、 外壁材、

屋根材の想定耐用年数が３０年、 維持管理の計画・体制がレベル３であれば、 表 3.8、 表 3.9 より、 「建

設」 「修繕 ・ 更新 ・ 解体」 の CO2 排出量はそれぞれ 「8.915」 「3.023」 となる。

このように、 構法と、 躯体の新築時の想定耐用年数、 外壁材、 屋根材 ・ 陸屋根の部材の採用時の

想定耐用年数、 維持管理の計画 ・ 体制の採点レベルが決まれば、 この表から該当する値を選べばよい

ため、 評価段階では煩雑な作業を一切避けることができる。

採用時の想定耐用年数  CO2 計算の条件 

耐用性が 12 年未満しか期待されない。 
 

交換周期１１年 
12～25 年未満の耐用性が期待される。 交換周期１８年 
25～50 年未満の耐用性が期待される。  交換周期３７年 
50～100 年の耐用性が期待される。  交換周期７５年 

レベル 基準  CO2 計算の条件 

レベル１ (該当するレベルなし) 

 

－ 
レベル２ (該当するレベルなし) － 
レベル３ 取組みなし。 上の交換周期を減ずる 
レベル４ 評価する取組み１～３のうち、１つに該当する。 上の交換周期のまま 
レベル５ 評価する取組み１～３のうち、２つ以上に該当する。 上の交換周期を延ばす 

評価する取組み 

No. 取組み 

１ 定期点検及び維持・補修・交換が適正時期に実施されている。 
２ 建築時から将来を見据えた、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されている。 

３ 
住まい手が適切な維持管理を継続するための、情報提供（マニュアルや定期情報誌など）
や相談窓口からのサポートを受ける仕組みが整っている。 

４ 
住宅の基本情報(設計図書、施工記録、仕様部材リスト等)及び建物の維持管理履歴が管
理され、何か不具合が生じたときに追跡調査できる。 

QH2.1.2 外壁材、QH2.1.3 屋根材、陸屋根
の採用時の想定耐用年数 

QH2.2.2 維持管理の計画・体制 
加減年数 

レベル３ レベル４ レベル５ 

12 年未満 １１年 １１年 １１年 なし 

12～25 年未満 １２年 １８年 ２４年 ６年 

25～50 年未満 ２５年 ３７年 ４９年 １２年 

50～100 年未満 ５０年 ７５年 １００年 ２５年 
注釈） 想定耐用年数 12 年未満の場合については、屋根、外壁の瑕疵担保期間が 10 年義務化とされていることから、10

年以下は設定せず、11 年固定とした。 
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